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「下水道使用人数決定通知書」の誤記載について 

 

１ 事案の概要 

基本使用料に世帯人数ごとの使用料を加える「人数制」により下水道使用料を算

定している下水道使用者に対して、４月１日現在の住民基本台帳の世帯人数を基に

「使用人数決定通知書」を４月２３日付けで発送しましたが、その内容について誤記

載がありました。 

なお、本事案を要因とする使用料の誤請求はなく、個人情報の流出もありません。 

 

２ 対象者・地区 

  「特定環境保全公共下水道」、「農業集落排水施設」、「特定地域生活排水処理 

施設」の使用者（全：３，４９９件）の内、８２８件 

 （内訳） 

  旧三次市：５４３件 布野町：８４件 吉舎町：２０１件  

 

３ 原因 

使用人数決定通知根拠データ作成の際、入力ミスがありました。作成した文書の

確認について、複数の職員で行っていなかったことが原因です。 

上記対象地区以外では同様の誤りは生じていません。 

 

４ 今後の対応 

 誤った人数で決定通知を送付した方に対して、改めて正しい人数での決定通知書

を送付させていただきます。（４月２７日（土）発送予定） 

 

 

 今後このようなことがないよう複数名での確認を徹底するなど、チェック体制を強

化し、再発防止に努めてまいります。 

 使用者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。 
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